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土砂災害に係る防災訓練の実施について（通知） 

 

 本県の社会福祉行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り、厚くお礼

申し上げます。 

 さて、別添のとおり、消防庁及び国土交通省から、土砂災害警戒区域内の要配慮者

利用施設への市町村と連携した防災訓練の実施について周知依頼がありました。 

 市町村地域防災計画に定められている土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設につ

いては、令和３年５月の「土砂災害防止法」の改正により、防災訓練の実施及びその

結果を市町村長へ報告することが義務付けられています。 

 ついては、貴施設・事業所等が土砂災害警戒区域内に所在する場合は、令和８年６

月７日（日）を中心として実施される土砂災害に対する防災訓練において、市町村と

連携した防災訓練の実施に積極的に取り組んでいただくようお願いいたします。 
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